
1.代理人が入札に参加される場合は、代表者印は不要です。記載金額につ
いては、総額の記載となります。
　

２．入札書は封筒に入れて提出願いします。記載事項、封印等の指定はご
ざいません。

３．ご認識のとおりです。

４．当院は令和10年度に統合を予定しており、リース契約については引き継
ぎを検討しています。現時点で契約書・覚書等の締結は難しいため、今後の
協議事項となります。

回答

質問回答書

質問受付日 令和８年2月13日（金）

1.入札書について
　代理人入札の場合、入札書の押印は代理人印のみでよろしいでしょうか。
また、入札書の記載額について月額ではなく総額での記載と理解してよろし
いでしょうか。

２．入札書の封筒について
　入札書用の封筒は必要でしょうか。必要な場合、記載事項の指定はござ
いますでしょうか。また、封印は必要でしょうか。（代理人入札においての封
印は代理人印でよろしいでしょうか。）

３．動産総合保険について
　動産総合保険については、一般的な保険（地震、津波等による損害、ソフ
トウェアが対象外）を付保することでよろしいでしょうか。

４．高度医療機器の無償譲渡について
　リース対象機器に高度管理医療機器が含まれる場合、医薬品医療機器等
法に基づき、所有権の移転にあたってはメーカーからの許可が必要となりま
す。メーカーから所有権移転の許可がおりなかった場合は上記法律により
移転が出来ない点や、移転許可に際してメーカーによる有償点検等なんら
かの費用が必要となった場合の費用負担は沖縄県立北部病院様のご負担
になる旨ご了承の上、上記の旨を賃貸借契約書条分に追加するか、別途覚
書の締結は可能でしょうか。

質問内容


